
○近江八幡市保育所等整備運営補助金交付要綱 

平成２４年１１月７日 

告示第２５２号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、児童福祉の増進を図るため、民間保育所のうち児童福祉法（昭

和２２年法律第１６４号）による設置認可を受けた保育所及び認可を受けることが

確実と認められる保育所（以下「保育所」という。）、就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第３条

の規定による都道府県知事の認定を受けた施設及び認定を受けることが確実と認め

られる施設若しくは第１７条の規定による認可を受けた施設及び認可を受けること

が確実と認められる施設（以下「認定こども園」という。）を整備し、又は保育所、

認定こども園若しくは児童福祉法第３４条の１５第５項の規定による認可を受けた

家庭的保育事業等を運営する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、

その交付に関し近江八幡市補助金交付規則（平成２２年近江八幡市規則第５５号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者等） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業及び補助金の交付の対象となる者（以下「補

助対象者」という。）は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 保育所整備事業 市内で保育所を整備しようとする社会福祉法人若しくは

学校法人又はこれらの法人になり得る見込みのある者 

（２） 認定こども園整備事業 市内で認定こども園を整備しようとする社会福祉

法人若しくは学校法人又はこれらの法人になり得る見込みのある者 

（３） 保育所等運営事業（子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第

１９条第１項第２号及び第３号に該当する小学校就学前子どもに係る事業に限

る。） 市内で保育所又は認定こども園を運営する社会福祉法人又は学校法人及

び市内で家庭的保育事業等を運営する者。ただし、家庭的保育事業を運営する者

にあっては、別表３の部（４）の項に規定する延長保育事業補助金に対する補助



に限る。 

（補助金の種別、額等） 

第３条 補助金の種別、基準額等は別表に定めるとおりとし、補助金の額は基準額と

補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額を比較して少ない

方の額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長はやむを得ない理由があるときは、これを減額す

ることができる。 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、別に定める期日まで

に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

（１） 保育所整備事業及び認定こども園整備事業（以下「保育所等整備事業」と

いう。）の補助金の交付申請 

ア 近江八幡市保育所等整備事業補助金交付申請書（別記様式第１号） 

イ 事業計画書 

ウ 工事設計書及び工事図面 

エ 収支予算書及び経費明細書 

オ 賃貸借契約書及び施設改修承諾書。ただし、整備種別が賃貸物件による保育

所整備の場合に限る。 

カ その他市長が必要と認める書類 

（２） 保育所等運営事業の補助金の交付申請 

ア 近江八幡市保育所等運営事業補助金交付申請書（別記様式第２号） 

イ 当該年度歳入歳出予算書 

ウ その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、

補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付を決定する。この場合にお

いて、保育所等整備事業に係る補助金の交付に関しては、複数年度に渡る交付とす

ることその他予算措置上の条件を付することができるものとする。 



２ 市長は、補助金の交付を決定したときは、近江八幡市保育所等整備運営補助金交

付決定通知書（別記様式第３号）により補助対象者に通知するものとする。 

（変更交付申請書） 

第６条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は、補助金の交付決定後、申請の内容を変更しようとするときは、近江八幡市保育

所等整備運営補助金変更交付申請書（別記様式第４号）を市長に提出しなければな

らない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その申請の内容を審査し、適当

と認めたときは、近江八幡市保育所等整備運営補助金変更交付決定通知書（別記様

式第５号）により補助事業者に通知するものとする。 

（事業実績報告） 

第７条 補助事業者は、補助事業完了の日から起算して３０日を経過した日又は当該

補助事業を実施した年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに、次に掲げ

る書類を市長に提出しなければならない。 

（１） 保育所等整備事業の補助金の実績報告 

ア 近江八幡市保育所等整備事業実績報告書（別記様式第６号） 

イ 事業報告書 

ウ 工事精算設計書（図面及び写真添付） 

エ 工事関係決算書 

オ 領収書の写し 

カ その他市長が必要と認める書類 

（２） 保育所等運営事業の補助金の実績報告 

ア 近江八幡市保育所等運営事業実績報告書（別記様式第７号） 

イ 当該年度歳入歳出決算書 

ウ その他市長が必要と認める書類 

２ 規則第１４条の規定により、補助事業者が交付すべき補助金の額の全部又は一部

の交付を受けようとする場合は、市長が必要と認める事業実施状況に関する書類を

提出しなければならない。 



（財産の処分制限） 

第８条 補助事業者は、保育所等整備事業の補助金の交付を受けた保育所又は認定こ

ども園を廃止し、休止し、若しくは他の目的に使用する場合又は譲渡し、交換し、

貸付け、若しくは担保に供するときは、あらかじめ市長に協議してその承認を受け

なければならない。 

（補助金の返還等） 

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保育所等整備事業の補助金

にあってはその交付決定の全部若しくは一部を取り消し、保育所等運営事業の補助

金にあってはその交付をせず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還

させるものとする。 

（１） 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（２） 規則又はこの要綱に違反したとき。 

（３） 書類の記載事項に虚偽があったとき。 

（４） その他市長が不適当と認めたとき。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

（要綱の廃止） 

２ 近江八幡市保育所地域活動事業費補助金交付要綱（平成２２年近江八幡市告示第

９２号）、近江八幡市延長保育事業費補助金交付要綱（平成２２年近江八幡市告示

第９４号）及び近江八幡市障がい児保育事業費補助金交付要綱（平成２２年近江八

幡市告示第９６号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この要綱の施行の日の前日までに、近江八幡市保育所地域活動事業費補助金交付

要綱、近江八幡市延長保育事業費補助金交付要綱、近江八幡市障がい児保育事業費

補助金交付要綱の規定によりなされた手続きその他の行為は、この要綱の相当規定



によりなされたものとみなす。 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 

（近江八幡市保育所地域活動事業実施要綱の廃止） 

２ 近江八幡市保育所地域活動事業実施要綱（平成２２年近江八幡市告示第９１号）

は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この要綱の施行の日の前日までに、改正前の近江八幡市保育所整備運営補助金交

付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなさ

れたものとみなす。 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日の前日までに、改正前の近江八幡市保育所整備運営補助金交

付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなさ

れたものとみなす。 

付 則 

 この要綱は、告示の日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

別表（第３条関係） 

事業区分 種別及び補助金の名称 補助金の基準額等 

１ 保育所整

備事業 

（１） 整備事業補助金 

① 創設 

② 増築、増改築及び改築 

③ 大規模修繕等 

④ 賃貸物件による保育

保育所等整備交付金交付要綱（厚生労働

省発子０５０８第１号）に基づく基準額及

び補助率により得た額。ただし、④賃貸物

件による保育所整備の基準額は、実支出額

と次に掲げる基準額のうち低い方の額を



所整備 補助基本額とし、補助率は補助基本額の４

分の３以内とする。 

１施設当たり 本園 ３２，０００，０

００円 

１施設当たり 分園 ２１，０００，０

００円 

２ 認定こど

も園整備事

業 

（１） 整備事業補助金 

① 創設 

② 増築、増改築及び改築 

③ 大規模修繕等 

保育所等整備交付金交付要綱及び認定

こども園施設整備交付金交付要綱（平成２

７年５月２１日文部科学大臣裁定）に基づ

く基準額及び補助率により得た額 

３ 保育所等

運営事業 

（１） 運営事業補助金 各月初日現在在籍児童数に公定価格の

各年齢区分の基本分単価の２％を乗じて

得た額。ただし、算出された額に１円未満

の端数があるときは、その端数を切り捨て

るものとする。 

（２） 低年齢児保育保育士

等特別配置事業補助金 

平成３０年度滋賀県保育所等支援事業

費補助金交付要綱（平成３０年７月３１日

付け滋子青第１８６８号滋賀県健康医療

福祉部長通知）による基準により配置され

た保育士及び保育教諭１人につき年額２，

８１２，５００円。ただし、事業実施月が

１２月に満たない場合は、月額２３４，０

００円に事業実施月を乗じた額を年額と

する。 

（３） 障がい児保育事業補

助金 

近江八幡市障がい児保育事業実施要綱

（平成２２年近江八幡市告示第９５号）に

よる配置基準により配置された保育士及



び保育教諭１人につき年額３，０００，０

００。ただし、事業実施月が１２月に満た

ない場合は、月額２５０，０００円に事業

実施月を乗じた額を年額とする。 

（４） 延長保育事業補助金 滋賀県地域子育て支援事業費補助金交

付要綱（平成３０年８月１０日付け滋子青

第２０９９号）滋賀県健康医療福祉部長通

知）に定める補助基準額を限度として補助

する。 

（５） 保育支援者配置事業

補助金 

平成３０年度滋賀県保育対策総合支援

事業費補助金交付要綱（平成３０年１０月

２９日付け滋子青第２３７２号滋賀県健

康医療福祉部長通知）による基準により保

育支援員が配置された施設を補助する。 

１か所当たり月額 ９０，０００円 

（６） 待機児童の解消にむ

けた定員超過の受入支援

事業補助金 

利用定員に対する年間平均入所率が１２

０％を超過した場合、１施設当たり３，０

００，０００円を限度とする。 

 


